一般市有財産売買用

市有財産売買契約書（案）
　市有財産の売買について、萩市（以下「売払人」という。）と○○○○（以下「買受人」という。）とは、次の条項により契約を締結した。

（目的）

第1条 売払人は、その所有する次に掲げる財産（以下「本物件」という。）を買受人に売り渡し
買受人は、これを買い受ける。
	区分
	所 在
	地目または
種類・構造
	面積
	備考

	土地
	萩市大字堀内字堀内１２７番地２２
	雑種地
	８．７９㎡
	実測面積

	
	萩市大字堀内字堀内１２７番地２４
	雑種地
	２０４．００㎡
	


（代金）

第２条　本物件の売買代金（以下「代金」という。）の額は、金○○○○円とする。
（契約保証金）

第３条　買受人は、この契約締結と同時に契約保証金として金○○○○円を売払人に納付しなければならない。

２　前項の契約保証金（以下「契約保証金」という。）のうち、金○○○○円は、入札保証金を充当することができる。
３　契約保証金は、第１９条に規定する損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。

４　売払人は、買受人が次条に定める義務を履行したときは、契約保証金を代金の一部に充当することができる。
５　売払人は、買受人が次条に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができるものとする。この場合においては、契約保証金は売払人に帰属する。また、買受人の責に帰すべき事由により契約が無効又は履行不能となった場合においても同様とする。

６　契約保証金には利息を付さない。

（代金の支払）

第４条　買受人は、代金のうち契約保証金を除いた金○○○○円を売払人の発行する納入通知書により、令和４年６月１４日までに売払人へ支払わなければならない。

（所有権の移転及び登記）

第５条　本物件の所有権は、買受人が前条の代金の支払いを完了したとき、売払人から買受人に移転する。

２　売払人は、前項の規定により本物件の所有権が買受人に移転したことを確認したときは、遅滞なく本物件の土地の所有権移転登記をするものとする。
３　前項の登記に要する登録免許税その他一切の費用は、買受人の負担とする。
４　売払人は、土地の所有権の移転登記完了後は速やかに買受人に通知するものとする。

（権利の消滅）

第６条　売払人は、本物件に所有権以外の権利が存在するときは、これを第５条に定める所有権移転の日までに消滅させなければならない。
（本物件の引渡し）

第７条　売払人は、本物件の所有権が売払人から買受人に移転した後、速やかに本物件を買受人に引き渡すものとする。
（遅延利息）

第８条　買受人は、第４条に定める期日までに代金を支払わなかったときは、当該期日の翌日から代金を完納する日までの期間の日数に応じ、その未支払金額に年２．５パーセントの割合を乗じて計算した金額を遅延利息として売払人に支払わなければならない。

（危険負担等）

第９条　買受人は、この契約締結の時から第７条の規定による本物件の引渡しが完了するときまでの間において、本物件が売払人の責めに帰すことができない理由により滅失し、又は損傷したときは、売払人に対して代金の減免を請求することができないものとする。
（契約不適合責任）
第１０条　買受人は、この契約締結後、本物件に品質、数量の不足その他契約の内容に適合しないことを発見しても、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとする。ただし、買受人が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）第２条第１項に定める消費者に該当する場合は、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除について、引渡しの日から２年以内に売払人に対して協議を申し出ることができるものとし、売払人は協議に応じるものとする。
（用途制限）

第１１条　買受人は、本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し又は、これらの用に供されることを知りながら、本物件を第三者に譲渡し、若しくは本物件について地上権、賃借権、その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。
２　買受人は、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第１１項に規定する接客業務受託営業その他これらに類するものの用に供し又は、これらの用に供されることを知りながら、本物件を第三者に譲渡し、若しくは本物件について、地上権、賃借権、その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。

３　買受人は、本物件を近隣所有者の迷惑にならないように敷地排水（雨水）対策、また日照権に留意した利用をしなければならない。
（用途制限の承継義務等）
第１２条　買受人は、所有権移転登記完了後から第三者に対してこの土地の売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転をするときは、前条に定める義務を書面によって承継させなければならず、当該第三者に対して前条に定める義務に違反する使用をさせてはならない。

２　買受人は、所有権移転登記完了後から第三者に対してこの土地に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定するときは、前条に定める義務を書面によって承継させなければならず、当該第三者に対して前条に定める義務に違反する使用をさせてはならない。

　　この場合における当該第三者の前条に定める義務の違反に対する責務は、買受人が負わなければならない。
（実地調査等）

第１３条　売払人は、第１１条及び第１２条に定める買受人の義務の履行状況について随時実地に調査をし、又は買受人に対して所要の報告若しくは資料の提出を求めることができる。

２　買受人は、正当な理由がなくて前項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は前項の報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
（用途制限義務等の違反に対する措置）

第１４条　売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額を違約金として買受人に請求することができる。

（1） 第１１条及び第１２条の規定に違反したときは、当該違反を確認した時の本物件の価額
の１０分の３に相当する金額

（2） 前条第２項の規定に違反して正当な理由がなくて同条第１項の規定による調査を拒み、
妨げ、若しくは忌避し、又は同項の報告若しくは資料の提出を怠ったときは、当該違反を確
認した時の本物件の価額の１０分の１に相当する金額
２　前項の違約金は、違約罰と解釈するものとする。
（契約の解除）

第１５条　売払人は、買受人がその責めに帰すべき理由によりこの契約に定める義務を履行しないときは、催告をしないで、この契約を解除することができる。
２　買受人は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合であっても、その損害の賠償を売払人に請求することができない。

（原状回復）

第１６条　買受人は、売払人が前条第１項の規定によりこの契約を解除した場合は、本物件を売払人が定める日までに買受人の負担において原状に回復し、その所在する場所において売払人に返還しなければならない。ただし、買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、本物件を現状のまま返還することができる。

（１）本物件が買受人の責めに帰することができない理由により滅失し、又は損傷したとき。

（２）売払人が本物件を原状に回復することが適当でないと認めたとき。
２　買受人は、前項第２号に該当する場合で本物件が滅失し、又は損傷しているときは、本物件の減損額に相当する金額を売払人に支払わなければならない。

３　買受人は、第１項の規定により本物件を売払人に返還するときは、売払人が定める日までに本物件の所有権の移転の登記の承諾書を売払人に提出しなければならない。　

（有益費等の請求権の放棄）

第１７条　買受人は、売払人が第１５条第１項の規定によりこの契約を解除した場合において、本物件に投じた有益費、必要費その他の費用があっても、これを売払人に請求することができない。
（代金の返還等）
第１８条　売払人は、この契約を解除した場合は、買受人が既に支払った代金を買受人に返還するものとする。この場合において、代金には、利息を付さないものとする。

２　売払人は、この契約を解除した場合において、買受人が既に支払った第８条の遅延利息及び第１４条の違約金を買受人に返還しないものとする。
（損害賠償）

第１９条　買受人は、その責めに帰すべき理由によりこの契約に定める義務を履行しないため売払人に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として売払人に支払わなければならない。
（返還する代金の相殺）

第２０条　売払人は、第１８条第１項の規定により代金を返還する場合において、買受人が売払人に支払うべき第８条の遅延利息、第１４条の違約金、第１６条第２項の減損額又は前条に規定する損害賠償額（以下「遅延利息等」という。）があるときは、返還する代金と遅延利息等を対等額をもって相殺するものとする。

（契約の締結に要する費用）

第２１条　この契約の締結に要する費用は、すべて買受人の負担とする。
（疑義の決定）

第２２条　この契約について疑義が生じたときは、双方協議の上、解決するものとする。
（履行の決定）

第２３条　前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、双方協議の上、決定するものとする。
　上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、双方記名押印の上各自１通を保有する。
令和○○年○月○日

売払人　　住所　　山口県萩市大字江向５１０番地

　　　　　　　　　　　　 　　　氏名　　萩市

           　                  　　     　　　萩市長　　田　中　文　夫　　印　　

　　　　　　　　　　　　　　買受人　　住所　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　
